
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　並列した支柱間に柵を形成してなる手すりであって、前記支柱を中空構造とし、該中空
部内に、前記支柱の軸に沿ったアンカーを取付け、

の下端部を
前記支柱の下端より下方に突出させたことを特徴とする手すり。
【請求項２】
　下端部が埋められるアンカー主体に、手すり用の中空支柱の内壁に当接できる案内部材
を取り付けてなる構造であって、前記案内部材は、前記アンカー主体を前記中空支柱の中
心軸に沿って配置できるように形成し、

たことを特徴と
する手すり用のアンカー。
【請求項３】
　アンカー主体の下端部で、埋設される部分の外壁に、凹部を形成したことを特徴とする
請求項２記載の手すり用のアンカー。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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前記アンカーは、アンカー主体に、当設部材と弾性部材とを有する案内部材を取り付けて
なり、前記当設部材は、前記支柱の内壁と略並行に配置されて、前記支柱の内壁に固定可
能とされ、前記弾性部材は前記支柱の内壁に弾性当接させ、前記アンカー主体

かつ前記案内部材は、前記支柱の内壁に嵌挿でき
る当接板に、前記支柱の内壁と略並行に配置され、かつ前記支柱の内壁と固定するための
当接基材と、前記支柱の内壁に弾性当接する弾性突板とを形成して構成し



【発明の属する技術分野】
　この発明は、建造物のベランダなどに構築される手すり、及び手すりの支柱をコンクリ
ート躯体等に取り付けるための手すり用アンカーに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　コンクリート製の躯体やベースに、手すりを立設する場合、手すりの支柱を安全に固定
する方法が問題となっている。
【０００３】
　従来、第一の方法では、コンクリート製の躯体やベースに固定した台座に、手すりの支
柱の下端部をビスなどで固定して、手すりを構築していた。
【０００４】
　台座をコンクリート製の躯体に固定する方法として、主に以下の方法が採られていた。
一の方法では、コンクリート製の躯体を打設する際に、予め台座の下部を埋設できる凹入
部を形成し、あるいはコンクリート固化後に凹入部をあけて、その凹入部に台座の下端部
を入れモルタル等を充填して台座を取り付けていた。
【０００５】
　また、他の方法では、予め台座をコンクリート打設用の型枠に固定し、コンクリートを
打設する際に、台座の下部を埋設する方法で、台座を取り付けていた。また、他の方法で
は、コンクリート製の躯体やベースを構築した後に、ホールアンカー等を打ち込み、台座
をボルト等でホールアンカー等に固定していた。
【０００６】
　また、他の方法では、台座を使用せず、手すりの支柱の下端部を、直接凹入部に配置し
て、前記各方法により、支柱の下端部をコンクリート製の躯体に固定していた。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　前記従来の方法では、台座を使用する場合では、台座が固定されるまで、時間を要し、
現場での台座と支柱との固定作業を要するので、工期の短縮が図り難い問題点があった。
また、現場作業が多いため、作業者により作業精度が左右される問題点があった。
【０００８】
　また、とりわけ中空部を有する支柱の場合では、支柱の外径が大きくなる為、台座やコ
ンクリート製の躯体やベースに形成する凹入部の形状が大きくなる問題点があった。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　然るにこの発明では、中空支柱の軸に沿ったアンカーを取り付けたので、前記問題点を
解決した。
【００１０】
　即ち、この発明は、並列した支柱間に柵を形成してなる手すりであって、前記支柱を中
空構造とし、該中空部内に、前記支柱の軸に沿ったアンカーを取付け、

の下端部を前記支柱の下端よ
り下方に突出させたことを特徴とする手すりである
【００１１】
　また、他の発明は、下端部が埋められるアンカー主体に、手すり用の中空支柱の内壁に
当接できる案内部材を取り付けてなる構造であって、前記案内部材は、前記アンカー主体
を前記中空支柱の中心軸に沿って配置できるように形成し、

たことを特徴とする手すり用のアンカーである に、アンカー主体の下端部で、埋
設される部分の外壁に、凹部を形成することが望ましい。
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前記アンカーは、
アンカー主体に、当設部材と弾性部材とを有する案内部材を取り付けてなり、前記当設部
材は、前記支柱の内壁と略並行に配置されて、前記支柱の内壁に固定可能とされ、前記弾
性部材は前記支柱の内壁に弾性当接させ、前記アンカー主体

。

かつ前記案内部材は、前記支
柱の内壁に嵌挿できる当接板に、前記支柱の内壁と略並行に配置され、かつ前記支柱の内
壁と固定するための当接基材と、前記支柱の内壁に弾性当接する弾性突板とを形成して構
成し 。更



【００１２】
　前記における柵とは、縦格子、横格子、縦横又は斜めあるいはこれらを組み合わせた格
子、穴あき板（パンチングメタル）、ガラス又は樹脂のパネル等、従来、手すりの支柱間
に取付けられ、支柱間の隙間を、人等が通過できないように覆った構造を指す。また、各
支柱の上端部間に笠木を架設することもでき、この場合には、笠木の下方に柵を形成する
。
【００１３】
　前記におけるアンカーのアンカー主体は、通常は、中実の棒状の鋼材を使用するが、下
端部を、コンクリート内等に埋設して、手すりを支持できれば、断面形状（四角形・五角
形等、中空状等）、材質は任意である。
【００１４】
　また、アンカーは通常は１本のアンカー主体から構成するが、複数本のアンカー主体か
ら構成することもできる。この場合には、複数本で構成されるアンカー主体の重心が、中
空支柱の中心軸にそって配置されるようにする。
【００１５】
　また、前記におけるアンカー主体に設ける凹部とは、アンカー主体の外壁に、連続した
又は断続した環状溝、螺旋溝その他の溝、あるいは多数の丸穴などから構成する。埋設し
際に、下端部が定着し、アンカー主 抜けることを防止する。
【００１６】
【発明の実施の形態】
　この発明の手すり３０は、中空の支柱２０内に、支柱２０の軸に沿ったアンカー１６を
嵌挿して取付け、アンカー１６のアンカー主体１の下端部３を、支柱２０の下端２２ａよ
り下方に突出させて構成する（図１（ａ）（ｂ））。
【００１７】
　この実施例のアンカー１６は、通常は、手すり３０の製造工場で、手すり３０の支柱２
０内に予め固定するが（図４（ａ）実線図示１６、３０、図４（ｂ））、手すり３０に取
り付けない状態で、別途構築現場に搬入することもできる。この場合、コンクリート躯体
３１の下穴３２に、レベル調節しながら、アンカー１６のアンカー主体１の下端部３を埋
設固定する（図４（ａ）鎖線図示１６、図４（ｂ））。その後、手すり３０を、アンカー
１６に支柱２０内に嵌挿されるように取付ける。
【００１８】
【実施例１】
　図面に基づきこの発明の実施例を説明する。
【００１９】
［１］アンカー１６の構成
【００２０】
長さＬ１ （Ｌ１ ＝４５０ｍｍ）の鋼製の棒材（直径２８ｍｍ）からなるアンカー主体１の
下端部３に下案内板６を取付け、アンカー主体１の上端２ａに上案内板５を固定する。ア
ンカー主体１の下端部３は、躯体（躯体に空けられた下穴）内に埋設される部分であり、
円周方向に環状溝（例えば、幅２ｍｍ、深さ２ｍｍ程度）１７、１７を形成する（図１（
ａ）（ｂ））。環状溝１７は、アンカー主体１の抜けを防止する為の機能を有し、上下に
２本形成する。
【００２１】
　前記アンカー主体１は、例えば、
　○材質：ＳＳ－４００、
　○表面処理：電気亜鉛メッキ  ２種３級
で構成する。
【００２２】
　上下案内板５、６は、取付け予定の支柱（ここでは、アルミニ 製角パイプ（□５０
ｍｍ）２０に嵌挿できる平面正方形の板材からなる基材８の対向２辺に当接板９、９を一
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体に垂下した構造である。基材８の中央部に、アンカー主体１の外径に応じた円形の開口
１０が形成され、開口１０内にアンカー主体１が貫通している。
【００２３】
　また、各当接板９、９の両端部には、縦方向の切込み線１１、１１が形成され、中央部
側を当接板基材１２、端部側を弾性当接部１３、１３とする。弾性当接部１３は、高さ方
向で中央部が外側に向けて凸となるような突部１３ａが形成され、全体が「く」字状に屈
曲している。また、当接板基材１２には、リベット用の透孔１４、１４を穿設する。上下
案内板５、６は、以上の構造が一体に形成されている。
【００２４】
　以上のようにして、アンカー１６を構成する（図１）。前記において、上案内板５の基
材８上面と、アンカー主体１の上面２ａとは面一に形成されている。
【００２５】
［２］手すり３０の構成
【００２６】
　高さＬ０ （Ｌ０ ＝１０６０）の手すり３０の支柱２０は、アルミニウム製角パイプ（□
５０ｍｍ）から形成され、所定間隔で配置された各支柱２０の下端部の側面に、下弦材２
６を取付用のブラケット２３、２３、上端部に笠木２８の取付用のブラケット２９、２９
を夫々固定する。各支柱２０、２０のブラケット２３、２３に、下弦材２６の木口面を係
止固定して、下弦材２３を支柱２０に固定する。
【００２７】
　また、支柱２０のブラケット２９、２９に笠木２８を固定すると共に、笠木２８の下面
と下弦材２６の上面との間に、縦格子２７、２７を並列して配置し、縦格子２７を下弦材
２６及び笠木２８に固定する。
【００２８】
　続いて、支柱２０の下端側からアンカー１６の上案内板５側を挿入して、アンカー１６
のアンカー主体１の下端部３を支柱２０の下端から長さＬ２ （Ｌ２ ＝５０ｍｍ）突出する
状態で、アンカー１６を収容する。この際、下案内板６は支柱２０の下端部２２付近に位
置し、上案内板５は、支柱２０の中央部付近に位置する。また、この際、上案内板５の透
孔１４、１４と支柱２０の透孔２４、２４とが連通するので、連通した透孔１４、２４に
リベットを打ち込み、支柱２０と上下案内板５、６とを固定する。
【００２９】
　また、この際に、上下案内板５、６の弾性当接部１３、１３が支柱２０内壁に弾性当接
するので、組立作業時のずれの防止、とりわけリベットの打ち込み作業時に、一旦設定し
たアンカー１６の位置がずれるおそれがない。また、手すり３０を施工作業するとき及び
施工後のがたつきを防止する。
【００３０】
　以上のようにして、手すり３０を構成する（図３、図４（ｂ））。
【００３１】
　尚、手すり３０では、コンクリート躯体３１の上面等から笠木２８の上面までの高さは
、法規上１１００ｍｍ以上と規定されているので、これを満たすように対応するように支
柱２０の高さＬ０ が設定される。
【００３２】
［３］手すり３０の取付け
【００３３】
(1) コンクリート躯体（基礎ベース）３１に、アンカー埋設用の下穴（径φ３０ｍｍ、深
さ７０ｍｍ程度）３２を開ける。下穴３２の中の砂、ほこり等を除去して、下穴３２内を
清掃する。
【００３４】
　前記における下穴の深さは、アンカー主体１の下端部３が長さＬ２ だけ埋まる深さであ
る。下穴の深さ即ちアンカー主体１の下端部３の長さＬ２ は、躯体に埋設した鉄筋が露出
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しない程度で、できるだけ長く形成することが必要であるが、概ね５０ｍｍ程度が適当で
ある。
【００３５】
(2) 下穴３２内にガラズビーズ（通常、直径１～２ｍｍ程度）、接着剤（エポキシ樹脂系
）３３を充填する。充填量は下穴３２の容積の８割程度とする。
【００３６】
(3) 手すり３０の支柱２０のアンカー１６を下穴３２内に差し込み、レベル調節して、所
定の位置で動かないように保持する。アンカー１６のアンカー主体１の下端部３は、長さ
Ｌ２ （Ｌ２ ＝５０ｍｍ）だけ埋設する。施工時期（季節等による）にもよるが、通常は半
日～１日程度で、接着剤３３が硬化する。硬化した接着剤のガラスビーズがアンカー主体
１の下端部３の環状溝１７、１７に係止してコンクリート躯体３１からアンカー主体１（
支柱２０）の抜けを強力に防止できる。
【００３７】
(4) 続いて、支柱２０の下端２２ａを隠す樹脂製の保護カバー３４を、支柱２０の外周に
固定して、手すり３０の取付けが完了する。
【００３８】
［４］他の実施例
【００３９】
　前記実施例において、アンカー１６は、棒状（円柱状）としたが、角柱状などの他の断
面形状の棒状、あるいは中空筒状等その形状は任意である。また、アンカー１６の長さＬ

１ についても、手すり３０を支持できれば、他の長さとすることもできる。
【００４０】
　また、前記実施例において、上案内板５の透孔と支柱の透孔とが連通する位置で、アン
カーの上下案内板５、６の弾性突板１３の突部１３ａ、１３ａの少なくとも１つの突部１
３ａを係止できるように、支柱２０の内壁の所定位置に係止凹部を形成することもできる
（図示していない）。
【００４１】
　また、前記実施例において、アンカー１６（アンカー主体１）の長さＬ１ は、支柱２０
の長さＬ０ の「３分の１」程度としたが、その断面形状・材質にもよるが、笠木２８や下
弦材２６の取付けとの納まりを考慮して、できるだけ長めに設定することが望ましい。
【００４２】
　また、前記実施例において、上案内板５では、当接基材１２を上方に向けて形成し、下
案内板６では当接基材１２を下方に向けて形成したので、支柱２０内にアンカー１６を挿
入し易いので望ましいが、上案内板５で下向き、下案内板６で上向き、あるいは、両方同
一方向きとすることもできる（図示していない）。
【００４３】
　また、アンカー１６では案内板５、６を２枚使用したが、アンカー主体１を所定位置に
配置する為には、少なくとも２枚は必要であるが、３枚以上設けることもできる（図示し
ていない）。
【００４４】
　また、前記実施例において、アンカー１６と支柱２０とはリベットで固定したが、ビス
や他の材料を使用して固定することもできる。
【００４５】
　また、前記実施例において、アンカー主体１に２本の環状溝１７を形成したので、エポ
キシ樹脂系の接着剤に混入したガラズビーズが環状溝１７、１７に係止することにより引
抜力を強化できるが、環状溝１７の数は任意であり、また環状溝１７に代えて例えば、断
続的な環状溝、部分円周状、多数の丸穴等、他の形状とすることもできる（図示していな
い）。
【００４６】
　また、前記実施例において、アンカー主体（鋼材）１とコンクリート躯体３１との固定
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にエポキシ樹脂系の接着剤を使用したが、同等の接着強度、取扱い易さ等を有する他の種
類の接着剤を使用することもできる。
【００４７】
　また、前記実施例において、上下案内板５、６は、基材８の対向２辺に当接板９、９を
垂下して構成したが、基材８の１辺のみに当接板９を形成することもできる（図５）。即
ち、上案内板５は、基板８の一縁に、当接板（低い）９を一体に連設して構成し、下案内
板６は、基板８の一縁（当接板５と同じ側）に当接板（高い）９を一体に連設して構成す
る（図５（ａ）（ｂ））。このように上下案内板５、６を構成することにより、支柱２０
内で、アンカー主体１を安定して保持でき、かつアンカー１６を支柱２０内に挿入し易い
。また各当接板９、９にはリベット止め用の透孔１４が穿設されている（図５（ａ））。
【００４８】
　このように形成されたアンカー１６も前記実施例と同様に、柵（図示していない）を取
り付けて手すり３０を構成する支柱２０内に挿入して、当接板９、９を支柱２０の内壁に
沿って配置すると共に、支柱２０の透孔２４と透孔１４とが連通するので、透孔２４から
リベットを打ち込み固定して使用する（図６）。この場合、下当接板６の基板８は、支柱
２０の下端２０ａ付近に位置する（図６、図５（ａ）（ｂ））。
【００４９】
【発明の効果】
　中空支柱の軸に沿って取り付けたアンカーの下端部を下方に突出させて手すりを構成し
たので、コンクリート躯体等に形成した下穴に、アンカーの下端部を埋設するだけで、手
すりを施工できるので、完全後付で施工ができる。更に、特殊な工具を使用することなく
、また特殊な技能を要することなく、簡単に取付け作業ができるので、施工を簡略し、ひ
いては工期の短縮を図る効果がある。
【００５０】
　また、アンカーのアンカー主体は支柱より外径を小さくできるので、アンカー主体を棒
状に形成すれば、コンクリート躯体に形成する下穴の口径を大幅に小さくできる。
【００５１】
　アンカーは、中空支柱の内壁に当接できる案内部材を取り付け、アンカーを中空支柱の
中心軸に沿って配置したので、支柱にアンカーを挿入するだけで、中空支柱の所定位置に
アンカーを取付けることができ、手すりの組み立て製造を簡略化することができる効果が
ある。また、案内部材は、中空支柱の内壁に当接できるので、支柱の外側から案内部材に
向けて、ビスやリベットを打ち込めば、アンカーと支柱とを容易に固定できる効果ある。
【００５２】
　また、アンカーに弾性突起を形成し、支柱内壁とアンカーとを弾性当接させれば、製造
時に、リベットやビスでアンカーとを固定するまで、アンカーがずれないように保持でき
る効果がある。また、施工時又は施工後に、万一アンカーを固定したリベットやビスが緩
んだ場合であっても、がたつきを防止し、支柱の落下を押さえることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明のアンカーで、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は平面図、（
ｄ）は（ａ）のＡ－Ａ線における拡大断面図である。
【図２】同じくアンカーの上端部（上案内部）を表した図で、（ａ）は側面図、（ｂ）正
面図（ｃ）は平面図である。
【図３】手すりの一部を破切した正面図である。
【図４】同じく図３のＢ－Ｂ線における断面図で、（ａ）は手すりの取付け前、（ｂ）は
取付け後を夫々表す。
【図５】この発明の他のアンカーで、（ａ）は左側面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は平面
図、（ｄ）は（ａ）のＣ－Ｃ線における拡大断面図である。
【図６】同じく使用状態で、（ａ）は左側面図、（ｂ）は一部を破折した正面図である。
【符号の説明】
１  アンカー主体
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２  上端部（アンカー主体）
２ａ  上端（アンカー主体）
３  下端部（アンカー主体）
５  上案内板
６  下案内板
８  基材（上下案内板）
９  当接板（上下案内板）
１０  開口（上下案内板）
１１  切込み線（上下案内板）
１２  当接基材（上下案内板）
１３  弾性突板（上下案内板）
１３ａ  突部（上下案内板）
１４  透孔（上下案内板）
１６  アンカー
２０  支柱
２１  上端部（支柱）
２２  下端部（支柱）
２３  ブラケット（下弦材用）
２４  透孔
２６  下弦材
２７  縦格子
２８  笠木
２９  ブラケット（笠木用）
３０  手すり
３１  コンクリート躯体
３２  下穴
３３  接着剤
３４  保護カバー
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(9) JP 3975244 B2 2007.9.12



フロントページの続き

(56)参考文献  特開平１０－２１９９５４（ＪＰ，Ａ）
              実開昭５８－１５６８２５（ＪＰ，Ｕ）
              特開２０００－２９７４６８（ＪＰ，Ａ）
              実開昭５８－１５６８２３（ＪＰ，Ｕ）
              特開平０４－２３１５４３（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－１８３９２３（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              E04F 11/18
              E04B  1/00

(10) JP 3975244 B2 2007.9.12


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

